
令和７年度 子育て支援ホームヘルパー派遣事業受託事業者募集要項 

 

１ 草津市では、子どもを養育している家庭にホームヘルパーを派遣し、家事・育児に負担と不安が生じ

る時期における子育ての安定化を図ることを目的に本事業を実施します。このたび、下記の事業につい

て、ホームヘルパーを派遣する受託事業所を募集します。 

 

２ 委託事業（詳細は各事業の「仕様書」を参照のこと） 

  養育支援ヘルパー派遣事業 

  （事業内容） 

   小学校就学の始期に達するまでの児童を養育している家庭または妊娠中の方のいる家庭で、特に

保護者の養育を支援することが必要な家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事・育児支援を行

い、保護者の負担軽減、児童の健全な育成、虐待の未然防止を図る。 

  （委託内容） 

（1）ホームヘルパー派遣による家事・育児に関する援助 

   ○家事に関するもの 

・食事の準備および後片付け 

・居室等の清掃および整理整頓 

・衣類の洗濯、補修 

・生活必需品の買い物 

・家事に関する簡易な相談助言 

・その他必要と認める家事援助 

（庭木の手入れ、草むしりおよび屋外の清掃・整頓等を除く。） 

○育児に関するもの（保護者のもとでの実施） 

・食事および授乳介助 

・おむつ交換 

・沐浴介助 

・育児に関する簡易な相談助言 

・対象児の兄弟姉妹（就学前）の育児 

・対象児の通院等の介助 

・母通院等における対象児の預かり（母の通院に同行） 

・その他必要と認める育児援助 

（2）各月の実績・利用者の状況を市へ報告（派遣状況を１月ごとに取りまとめ、翌月１０日までに事

業実績報告書と請求書を提出し支払いを受ける） 

 （3）その他 

   ・回数：１日２回まで 

・時間：１回当たり２時間まで 

・日時：月曜日～金曜日 午前７時から午後７時まで 

（祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く） 



   ・委託料：１時間あたり３，３００円（非課税） 

 

３ 公募の条件 

（1）事業委託期間 

契約日～令和８年３月３１日 

（2）受託に関わる次の基本的事項を満たしている事業者であること 

・法人格を有し、原則、草津市内に事務所・事業所を有していること。 

・介護保険法第７０条に基づき指定された指定居宅サービス事業者または障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第３６条に基づき指定され

た指定障害福祉サービス事業者であること。 

・子育て支援ができるホームヘルパーを確保していること。 

（3）ホームヘルパーは、次の各号のすべての要件を満たす者とする。 

・保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、児童指導員、介護福祉士または

介護所職員初任者（旧ホームヘルパー２級）以上のいずれかの資格を有すること。 

・子育て経験者もしくは子育てに関する事業に従事した経験者であること。 

・心身ともに健全であること。 

・家事または育児に関する援助を誠実かつ適切に提供できる資質と能力を有すること。 

 

４ 受託希望申請手続きについて 

 次のとおり受託申込書および添付資料を提出場所に持参または郵送してください。 

（1） 提出書類 

ア 令和７年度子育て支援ホームヘルパー派遣事業受託申込書 １部 

イ 事業所概要がわかるリーフレット等 １部 

 

 （2）提出先 

草津市こども若者部家庭児童相談室（さわやか保健センター３階） 

 

５ 問い合わせ先 

養育支援ヘルパー派遣事業 

  草津市家庭児童相談室 家庭児童相談係 担当：冨田 

     電 話：０７７－５６１－２４６０ ＦＡＸ：０７７－５６１－６７８０ 

E-mail：kateijido＠city.kusatsu.lg.jp 


